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第２章 柳川市の将来像 

Ⅰ．柳川市の将来の望ましい姿 

１．柳川市の将来の望ましい姿 

地域診断を踏まえ、本市の望ましい姿を下記に示します。 

 

（１）自然環境に係わる柳川市の望ましい姿 

 

１）掘割を中心に、豊かな自然環境が守りつづけられる地域 

２）人と自然が共生する地域 

 

（２）社会環境に係わる柳川市の望ましい姿 

 

１）市民一人ひとりが生きがいをもって安心して暮らせる地域 

２）生活利便性の高い地域 

３）掘割をはじめ、美しい景観や豊かな環境で形成される地域 

４）豊かな歴史・文化・伝統等が保護・継承される地域 

５）地域内外での交流が盛んな地域 

６）市民一人ひとりが積極的にまちづくりに参加する地域 

 

（３）農業生産環境に係わる柳川市の望ましい姿 

 

１）多様な担い手が存在する地域 

２）高齢者や女性農業者がやりがいを持って農業に携わる地域 

３）安定した農業経営が行われる地域 

４）都市と農村の交流が盛んに行われる地域 

５）安全・安心な農産物が生産される地域 

６）整備された農地において、効率的な農業経営が行われる地域 

７）環境や景観に配慮した農業が行われる地域 
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２．キャッチフレーズ 

本市の望ましい将来像の実現に向けた取り組みのキーセンテンスを、自然環境・社会環境・

農業生産環境ごとに、以下のように整理します。 

 

○自然環境 

本市を縦横に巡る掘割は、先人たちの生活の営みとともに培われてきた貴重な歴史的遺産で

す。この掘割を、市民の長年の営みによって育まれた「二次的自然」と捉え、良好な生態系・

景観資源として保全と活用を図り、潤いのあるまちづくりをめざします。 

 

（キーセンテンス） 

・掘割の保全・活用 

・人と自然の共生 

 

○社会環境 

人口減少や少子高齢化、都市化の進展等、本市の取り巻く環境を踏まえながら、快適な生活

空間の形成をめざします。 

また、本市の基幹産業の一つである観光産業の振興に向け、地域資源の活用や交流基盤の拡

充整備等に努め、人々が行き交うにぎわいのあるまちづくりをめざします。 

 

（キーセンテンス） 

・生きがいをもって、安心して暮らせるまち 

・高い生活利便性 

・美しい景観や豊かな環境 

・歴史・文化・伝統等の保護・継承 

・地域内外での交流 

・まちづくりへの市民の積極的な参加 
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○農業生産環境 

農業を取り巻く環境が、全国的に厳しい状況にある中、本市の地域特性を生かした多様な農

業振興施策に取り組み、活力ある農業の確立をめざします。 

また、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮や自然環境に配慮した循環型農業の確立等

をはじめ、自然や人にやさしい農業展開をめざします。 

 

（キーセンテンス） 

・多様な担い手 

・高齢者や女性農業者の活躍 

・安定した農業経営 

・都市と農村の交流 

・安全・安心な農産物 

・効率的な農業経営 

・環境や景観への配慮 

 

 

上記のキーセンテンスを踏まえ、豊かな生活・生産空間の形成に向け、次のようなキャッチ

フレーズのもと、柳川市の農業・農村の振興に努めます。 

 

「「人人・・もものの・・心心がが交交わわるる  美美ししいい水水郷郷ののままちちづづくくりり」」  

 

（キャッチフレーズの意味） 

 掘割を基軸としたまちの特性を活かし、観光客をはじめとした多くの人々の交わりの場とな

るような、また、そこに住む人々が生きがいを持って行動することができるような、農産物や

歴史・文化資源等を活用しながら豊かな暮らしを実感できるようなまちづくりに取り組んでい

こうという意味を込めています。 
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Ⅱ．柳川市振興のテーマ 

将来の望ましい姿に向け、6 つのテーマを設定し、具体的な施策の取り組みを整理します。

なお、柳川市の望ましい姿との関連を以下に整理します。 

 

１）掘割を中心に、豊かな自然環境が
守りつづけられる地域

テーマ１．掘割を基軸とした自然環境の保
全・活用

テーマ２．生涯を通した生活の場としての
拡充

テーマ３．複合的な産業の確立

テーマ４．地域農業を担う多様な担い手
の育成

テーマ５．生業としての農業の確立

テーマ６．美しい農村の形成

２）人と自然が共生する地域

１）市民一人ひとりが生きがいをもって
安心して暮らせる地域

（１）自然環境に係わる柳川市の望ましい姿（１）自然環境に係わる柳川市の望ましい姿

（２）社会環境に係わる柳川市の望ましい姿（２）社会環境に係わる柳川市の望ましい姿

（３）農業生産環境に係わる柳川市の望ましい姿（３）農業生産環境に係わる柳川市の望ましい姿

１）多様な担い手が存在する地域

２）生活利便性の高い地域

３）掘割をはじめ、美しい景観や豊かな
環境で形成される地域

４）豊かな歴史・文化･伝統等が保護･
継承される地域

５）地域内外での交流が盛んな地域

６）市民一人ひとりが積極的にまちづく
りに参加する地域

２）高齢者や女性農業者がやりがいを
持って農業に携わる地域

３）安定した農業経営が行われる地域

４）都市と農村の交流が盛んに行われ
る地域

５）安全･安心な農産物が生産される地
域

６）整備された農地において、効率的な
農業経営が行われる地域

７）環境や景観に配慮した農業が行わ
れる地域

本市の自然環境を構成する貴重な要素で
ある掘割・河川の保全・活用を図りながら、
豊かな自然環境の保全・創出を図ります。
また、生産活動や公共事業の導入時等に
おける自然環境への配慮に努め、自然環
境・生態系保全機能の増進を図ります。

生活様式や市民ニーズの多様化等を踏ま
えつつ、都市的土地利用と農業的土地利用
との整合を図りながら、利便性の高いまちづ
くりに努めます。
また、生涯を通して、心豊かな生活を営む
ことができるように、本市の未来を担う子ども
たちの育成や高齢者や障害者が安心・安全
に暮らせる福祉社会の形成等に努めます。

本市の豊かな地域資源を生かしながら、
個々の産業振興に取り組むとともに、様々な
産業や業種の連携強化を図り、活力ある地
域づくりをめざします。

地域農業の多様な担い手の確保・育成に
努めるとともに、女性農業者や高齢農業者
等が活躍できる条件整備に努めます。

付加価値の高い農業生産や経営の効率化
等により、生業としての農業の確立を図りま
す。また、消費者の求める安全・安心な農産
物生産等に取り組みます。

農村の景観や地域に根ざした伝統文化等
の保全・継承を図り、活力のある美しい農村
の形成を図ります。また、市民や農業者が自
主的にまちづくり等の活動に取り組むための
条件整備に努めます。

柳川市の望ましい姿 振興のテーマ
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Ⅲ．柳川市振興の目標 

前段で設定した「柳川市振興のテーマ」に沿って、施策の展開により概ね今後10年間に取り

組みをめざす目標を以下に示します。 

 

テーマ１．掘割を基軸とした自然環境の保全・活用 

 本市の自然環境を構成する貴重な要素である掘割・河川の保全・活用を図りながら、豊かな

自然環境の保全・創出を図ります。 

 また、生産活動や公共事業の導入時等における自然環境への配慮に努め、自然環境・生態系

保全機能の増進を図ります。 

 

（１）掘割・河川の保全・整備 

 本市の自然環境の骨格となる掘割や河川の保全・整備に向け、以下の事項に取り組みます。 

①自然環境や景観に配慮した掘割・河川の整備 

②農業用及び防火用水量の確保 

③生活雑排水等の流入防止 

 

（２）水環境の保全活動と維持管理体制の確立 

 市民が自然と触れ合える場として水辺における親水空間の拡充・整備に努めるとともに、掘

割や有明海等の環境保全に向けた市民意識の高揚に努めます。また、市民意識の高揚とあわせ

て、市民参加による掘割をはじめとした自然環境を守り・育てる体制づくりに取り組みます。 

①自然と親しむ場の創出 

②環境保全に関する市民意識の高揚 

③市民参加による維持管理体制の確立 

 

（３）生態系の保護・復元 

 公共事業の導入に当たっては、環境との調和として、環境への影響を回避し、低減し、必要

に応じて代償措置を行うなどの環境保全措置（ミティゲーションの5原則）を検討します。ま

た、生活や生産活動において、環境への影響が危惧される事項については、市民や事業者等の

理解と協力を得ながら、その改善に努めます。 

①公共事業の導入時における周辺環境等への配慮 

②自然環境保全への取り組み推進 
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テーマ２．生涯を通した生活の場としての拡充 

 生活様式や市民ニーズの多様化等を踏まえつつ、都市的土地利用と農業的土地利用との整合

を図りながら、利便性の高いまちづくりに努めます。 

 また、生涯を通して、心豊かな生活を営むことができるように、本市の未来を担う子どもた

ちの育成や高齢者や障害者が安心・安全に暮らせる福祉社会の形成等に努めます。 

 

（１）質の高い生活空間の整備 

 都市的土地利用と農業的土地利用との整合を基本としながら、魅力ある生活空間の形成に向

け、道路網や上水道、公園・緑地、住宅・宅地の整備等に取り組みます。 

①計画的な土地利用の推進 

②安全かつ便利な道路網・公共交通の充実 

③水需要の拡大に対応した上水道の整備 

④適正な公園・緑地の整備と維持管理 

⑤魅力ある住環境整備 

⑥環境衛生対策の推進 

⑦情報化の推進 

 

（２）安心・安全に暮らせるまちづくり 

 子供から高齢者まで、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせるよう、保健・医療・

福祉の拡充と連携強化に努めます。また、市民の生命や財産を守るために、消防・救急対策や

防災対策の拡充に努めます。 

①健康づくりの推進 

②地域医療体制の確立 

③福祉社会の創造 

④消防・救急対策の充実 

⑤防災対策の推進 

 

（３）やながわの人づくり 

 本市を担う人づくりに取り組むとともに、生涯を通した学習ニーズに対応した学習機会の拡

充に努めます。また、市民の「食」に対する理解の促進を図るため、食農教育の推進に努めま

す。 

①幼児教育・学校教育の充実 

②生涯学習社会の形成 

③スポーツ・レクリエーション活動の活性化 
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テーマ３．複合的な産業の確立 

 本市の豊かな地域資源を生かしながら、個々の産業振興に取り組むとともに、様々な産業や

業種の連携強化を図り、活力ある地域づくりをめざします。 

 

（１）観光・交流人口の拡大 

 既存の観光資源やイベント・祭り等の活用に努めるとともに、農業体験等のグリーン・ツー

リズムの推進を図り、観光・交流人口の拡大をめざします。また、観光・交流を促す基盤整備

や人づくりを図り、迎え入れるための条件整備に努めます。 

①多様な地域資源を生かした観光の振興 

②「農」との融合による体験・滞在型観光の振興 

③特産品の開発・PRの強化 

④観光・交流を促す基盤整備 

⑤観光ガイド、観光企画者等の人材の育成 

 

（２）多様な産業の振興 

 地域住民の生活の基礎となる雇用の場の拡充に努めるとともに、各種の産業と観光・農業と

の融合を図りながら、複合的な産業振興に努めます。 

①有明海の資源を生かした漁業の振興 

②工業の振興 

③商業・サービス業の振興 
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テーマ４．地域農業を担う多様な担い手の育成 

 地域農業の多様な担い手の確保・育成に努めるとともに、女性農業者や高齢農業者等が活躍

できる条件整備に努めます。 

 

（１）多様な担い手の育成・確保 

 地域農業を担う、認定農業者や農業生産法人等の育成・支援を図るとともに、それらの担い

手への農地の集積等に努めます。また、集落営農組織の育成やUJIターン者の受け入れ体制の

充実等による新規就農者の支援体制の確立に努め、多様な地域農業の担い手育成を図ります。 

①認定農業者・農業生産法人等の育成・支援 

②集落営農等の推進 

③新規就農者の確保・育成 

 

（２）生涯現役農業の実現 

 全ての農業者が、生きがいを持って農業生産活動に取り組める生涯現役農業の実現をめざし

て、女性農業者の育成・支援や高齢農業者の所得機会の拡充、生きがい農園の整備等に努めま

す。 

①女性農業者の育成・支援 

②高齢農業者の支援 
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テーマ５．生業としての農業の確立 

 付加価値の高い農業生産や経営の効率化等により、生業としての農業の確立を図ります。ま

た、消費者の求める安全・安心な農産物生産等に取り組みます。 

 

（１）安定した経営基盤の確立 

 消費者ニーズを的確に把握しながら、収益性の高い農産物生産や施設園芸等の推進に取り組

みます。また、機械の共同利用や営農集団の設立等により、地域農業の効率化・低コスト化を

図ります。 

①消費者ニーズを踏まえた農産物生産 

②地域農業の効率化・低コスト化 

③畜産業の活性化 

 

（２）効率的な営農に向けた条件整備 

 ほ場整備や農業用用排水路等の整備・改修を図り、効率的な営農を可能とする条件整備に努

めます。また、既存の農業近代化施設の適正な維持管理と活用を図るとともに、必要に応じた

農業近代化施設の整備に取り組みます。 

①農業生産基盤整備の推進 

②農業近代化施設の整備と適正な維持管理 

③販売・流通の改善 

 

（３）都市近郊型農業の推進 

 市内や近郊都市での消費拡大を図る地産地消に取り組みます。また、体験農業等の機会の拡

充を図る中で、農産物の販路拡大に取り組みます。 

①地産地消の推進 

②「農」とふれあう機会の創出 

 

（４）循環型農業の確立 

 消費者の求める安全・安心な農産物生産に向け、無農薬・減農薬農業の推進やトレーサビリ

ティーシステム導入（食の安全を証明するために、流通から生産現場まで様々な過程の情報を

履歴として残すシステム）等に取り組むとともに、耕畜連携による堆肥利用の促進など、地域

内で有機物が循環する仕組みづくりに取り組みます。 

①有機農業等の推進 

②循環型農業の確立 
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テーマ６．美しい農村の形成 

 農村の景観や地域に根ざした伝統文化等の保全・継承を図り、活力のある美しい農村の形成

を図ります。また、市民や農業者が自主的にまちづくり等の活動に取り組むための条件整備に

努めます。 

 

（１）農村景観の保全 

 本市の農村景観は、平野に広がる農地と掘割で構成されているといっても過言でなく、美し

い農村景観の保全には、農地と掘割の保全が重要となっています。そのため、農地における農

業生産活動の維持を図るとともに、掘割を軸とした水と緑の回廊の形成に努めます。 

①耕作放棄の防止 

②美しいまちなみの形成 

 

（２）伝統文化の保護・継承 

 本市には、有形・無形の多様な文化財が存在し、観光資源としての活用も図られています。

今後も、これらの保存・伝承に努め、豊かな農村景観の存続を図ります。 

①文化財の保存・整備・活用 

②伝統芸能等の継承 

 

（３）コミュニティの育成・支援 

 市民が主体的にまちづくりにかかわりを持てるよう、ボランティアやNPO等の育成と支援に

努めます。 

①市民参加・企業参加によるまちづくり 

②ボランティア等の育成・支援 
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第３章 施策の基本方針 

Ⅰ．柳川市の将来像実現のために必要な施策 

 

 第2章で整理した、「柳川市振興の目標」を達成するため、目標ごとに必要な施策を定めると

ともに、その施策への国庫補助による助成が考えられる関係府省名を示します。また、定めら

れた施策の中で対応する事業の一例を示し、効率的な施策の推進を図ることとします。 

 また、「柳川市の将来像実現のために必要な施策」は、「柳川市振興の目標」が概ね10年後の

ものとなっていることから、平成18年度～27年度の10年間における推進スケジュールを整理

することとします。 

 



 

 

テーマ１．掘割を基軸とした自然環境の保全・活用 

振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（１）掘割・河川の保全・整備 

① 
自然環境や景観に配
慮した掘割・河川の
整備 

 市民意向を踏まえながら、自然環
境や景観に配慮した掘割の整備に取
り組み、動植物等の生息環境の保
全・復元を行う。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
業生産基盤整備(農業用用
排水施設整備)】 
【農村生活環境基盤整備
(自然環境・生態系保全施
設整備)】 

ハード

 

          

地域用水環境整備事業【地
域用水環境整備型】 

ハード
 

          

国土交通省 河川環境整備事業 ハード
 

         
 
 

② 
農業用及び防火用水
量の確保 

 関係機関等との調整等により、掘
割の水量確保を行う。 

単独 要望活動 ソフト
 

          

 
 
 
③ 

生活雑排水等の流入
防止 

 農業集落排水や公共下水、合併処
理浄化槽などによる生活雑排水処理
を行い、美しい掘割の保全・復元を
行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（農業
集落排水施設整備）】 

ハード
 

          

国土交通省 公共下水道整備事業 ハード
 

         
 
 

厚生労働省
特定地域生活排水処理事
業（合併処理浄化槽） 

ハード
 

          

（２）水環境の保全活動と維持管理体制の確立 

① 
自然と親しむ場の創
出 

 市民や来訪者が水辺に親しめる空
間整備を行う。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備(自然
環境・生態系保全施設整
備)】 

ハード  

 

         

② 
環境保全に関する市
民意識の高揚 

 イベントや清掃活動等を通して、
掘割に対する市民意識の高揚に努め
る。 

単独 推進活動・啓発活動 ソフト
 

          

③ 
市民参加による維持
管理体制の確立 

 市民の維持管理等への活動を促す
環境整備に努める。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備(住民
参加促進環境整備)】 

ハード  
 

         

 掘割の清掃活動等の継続的な実施
により、美しい掘割の保全・復元を
行う。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 市民と行政の協働による管理体制
の確立を図る。 

単独 推進活動 ソフト
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（３）生態系の保護・復元 

① 
公共事業の導入時に
おける周辺環境等へ
の配慮 

 公共事業の導入に当たっては、ミ
ティゲーションの5原則に基づき、
周辺環境等への配慮を行う。 

農林水産省
国土交通省
経済産業省
総務省 
文部科学省

全ての公共事業 ハード

 

          

 公共事業を行う際に、貴重種など
が確認された場合は、動植物の生息
の場を積極的に創出する。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（自然
環境・生態系保全施設整
備）】 

ハード  

 

         

環境省 
自然共生型地域づくり事
業 

ハード
 

          

② 
自然環境保全への取
り組み推進 

 市民生活や産業生産活動におい
て、環境への影響が危惧される事項
の改善を図る。 

単独 推進活動 ハード
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テーマ２．生涯を通した生活の場としての拡充 

振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（１）生活利便性の向上 

① 
計画的な土地利用の
推進 

 都市的土地利用の進展を踏まえな
がら、計画的な土地利用を推進する。

単独 推進活動 ソフト
 

          

 
 
 
 
 
 
 
② 安全かつ便利な道路

網・公共交通の充実

 円滑な移動が可能となる道路網の
形成を図る。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（農業
集落道整備）】 

ハード  

 

         

国土交通省 道路事業 ハード
 

         
 
 

 歩道の確保やバリアフリー化等に
取り組む。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（農業
集落道整備）】 

ハード  
 

         

国土交通省
特定交通安全施設等整備
事業（バリアフリー化によ
る快適な歩行空間の整備） 

ハード
 

          

 公共交通機関のサービス向上や施
設の拡充等を関係機関に働きかけ
る。 

単独 要望活動 ソフト
 

          

 福祉バスの充実等に努める。 単独 推進活動 ソフト            

③ 
水需要の拡大に対応
した上水道の整備 

 安定的な給水量の確保に向け、水
源の維持や老朽管の計画的な布設替
等を行う。 

単独 推進活動 ハード
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

④ 
適正な公園・緑地の
整備と維持管理 

 既存の公園・緑地の整備状況を踏
まえながら、掘割の水と緑の回廊の
形成づくりに取り組む。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（自然
環境・生態系保全施設整
備）】 

ハード  

 

         

 公園・緑地を守り育てるための適
正な維持管理に向けた体制づくりを
行う。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

⑤ 
魅力ある住環境の整
備 

住宅ニーズを踏まえた公営住宅の整
備や民間活力の導入による住宅整備
の推進を図る。 

国土交通省

公営住宅整備事業 

ハード

 

          
特定優良賃貸住宅供給促
進事業 

高齢者向け優良賃貸住宅
等促進事業 

 
 
 
 
⑥ 環境衛生対策の推進

 農業生産活動によって排出される
有機物等の利活用に向けた施設整備
を行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備(地域
資源利活用施設整備)】 

ハード  
 

         

 廃棄物の発生抑制、資源化、再生
利用に取り組み、適正処理する社会
の実現に向けた取り組みを推進す
る。 

単独 啓発活動 ソフト
ハード

 

          

環境省 エコタウン事業 

 農地や掘割等へのごみの不法投棄
を防止する。 

単独 啓発活動 ソフト
 

         
 

⑦ 情報化の推進 

 住民・企業などの求める幅広い情
報が提供ができるように、情報化社
会に対応した人材の育成、情報基盤
整備を行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（情報
基盤施設整備）】 

ハード  
 

         

総務省 

地域イントラネット基盤
施設整備事業 

ハード
 

          
電子自治体推進市町村サ
ポート事業 

ソフト
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（２）安心・安全に暮らせるまちづくり 

① 健康づくりの推進 
 母子保健事業や老人保健事業の推
進を行うとともに、健康づくり活動
や意識の啓発を行う。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

② 地域医療体制の確立
 必要なときに適切な医療が受けら
れるよう、救急医療に対応した地域
医療体制を確立する。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

③ 福祉社会の創造 

 福祉団体の活動支援や市民意識の
高揚を図るとともに、高齢者･障害者
等への福祉サービスの充実を図る。

単独 推進活動 ソフト

 

          

 高齢者や障害者等が生きがいを持
って、生き生きと暮らすことができ
るよう、市民農園等の整備を行う。

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
農園整備）】 

ハード  
 

         

 
 
⑥ 

消防・救急対策の充
実 

 消防団における団員の確保・育成
等に取り組む。 

単独 推進活動 
ソフト
ハード

 
          

 消防水利として防火水槽・消火栓
の確保を行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
防災安全施設整備）】 

ハード  
 

         

⑦ 防災対策の推進 

 市民の生命や財産を守るため、海
岸堤防の整備や掘割・河川改修を行
う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
防災安全施設整備）】 

ハード  
 

         

国土交通省
地震・高潮等対策河川事業 

ハード
 

         県事業 
海岸高潮対策事業 

 農用地の保全等に資する農業用施
設の整備を図る。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
防災安全施設整備）】 

ハード  
 

         

クリーク防災機能保全対
策事業 

ハード
 

         県事業 

湛水防除事業 ハード
 

        
 
 

県事業 
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（３）やながわの人づくり 

① 
幼児教育・学校教育
の充実 

 食の安全や地域農業への理解を深
めるために、「農」とふれあう場の拡
充等に努め、食農教育の推進を図る。

農林水産省 田んぼの学校 ソフト
 

          

 心の教育をはじめ、児童・生徒一
人ひとりの個性を伸ばす教育を充実
させるとともに、新たな時代に対応
した教育を推進する。 

文部科学省

特色ある学校施設づくり
（子ども達の未来を拓く
学校施設整備事業、多目的
スペース整備） 

ハード

 

          

「総合的な学習の時間」推
進事業 

ソフト

 児童・生徒たちが、郷土の歴史や
文化について、体験等を通じて学ぶ
ことができるような体制づくりを行
う。 

文部科学省 地域子ども教室推進事業 
ソフト
ハード

 

          

 
② 生涯学習社会の形成

 市民ニーズを踏まえ、様々な学習
情報の提供や学習機会の拡充を行
う。 

文部科学省
生涯学習まちづくりモデ
ル事業 

ソフト
 

          

③ 
スポーツ・レクリエ
ーション活動の活性
化 

 すべての市民が年齢や体力などに
応じて、生涯にわたり、スポーツ活
動が身近に楽しめるよう、関連団体
の育成や指導者の養成、総合型地域
スポーツクラブの設立・支援を行う。

文部科学省
総合型地域スポーツクラ
ブ育成モデル事業 

ソフト
ハード

 

          

 

123



 

 

テーマ３．複合的な産業の確立 

振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（１）観光・交流人口の拡大 

① 
多様な地域資源を生
かした観光の振興 

 掘割や歴史・文化等の多様な地域
資源を生かしながら、観光客の確保
を行う。 

単独 推進活動 
ハード
ソフト

 
          

 地域に根付いた祭りや各種のイベ
ントの開催により、集客力の強化を
図る。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 
 
 
 
 
 
 
② 

「農」との融合によ
る体験・滞在型観光
の振興 

 市民農園や体験農園等、気軽に農
業を体験できる場づくりを行う。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
農園整備）】 

ハード  
 

         

 生産者と消費者が結びついた流
通・販売体制として、直売所の整備
や朝市等の整備を行う。 

新グリーンツーリズム総
合推進対策【グリーンツー
リズム総合戦略事業、グリ
ーンツーリズムセンター
機能確立事業、グリーンツ
ーリズムビジネス育成事
業、地域連携システム整備
事業、やすらぎ空間整備事
業】 

ハード

 

          

 日帰り・立ち寄り型の観光からの
脱却をめざし、宿泊施設等の整備を
行う。 

単独 推進活動 
ハード
ソフト

 
          

② 特産品の開発・PR 

 農産物や水産物において、新たな
特産品の開発や PR の強化に取り組
む。 

単独 推進活動 
ハード
ソフト

 
          

 加工品の開発等、地域を特徴付け
る食の提供を図る。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
資源利活用施設整備）】 

ハード  
 

         

④ 
観光・交流を促す基
盤整備 

 既存観光資源などをつなぐ道路整
備に取り組むとともに、駐車場やト
イレ、案内板の整備等に取り組む。

単独 推進活動 
ハード
ソフト

 
          

⑤ 
観光ガイド、観光企
画者等の人材の育成

 観光ガイド等の人材育成を図ると
ともに、もてなしの心の醸成を図る。

単独 推進活動 ソフト
 

          

 観光ボランティアとして、地域に
精通した高齢者等の活用を図る。 

単独 推進活動 ソフト
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（２）多様な産業の振興 

① 
有明海の資源を生か
した漁業の振興 

 生産性の高い漁場づくりをめざ
し、「とる」漁業から「つくり育てる
漁業」への転換に取り組む。 

単独 推進活動 
ソフト
ハード

 
          

 漁業者の理解を得ながら、経営の
協業化等に努める。 

単独 推進活動 
ソフト
ハード

 
          

 有明海等の水質汚濁の一要因とな
っている海苔生産工場排水の流出防
止に努める。 

単独 推進活動 
ソフト
ハード

 
          

 有明海の豊富な幸を生かし、地域
特産品の販売・PR等を行う。 

単独 推進活動 
ソフト
ハード

 
          

 有明海及び八代海を再生するため
の特別措置に関する法律を踏まえ、
総合的な漁業振興対策や漁場保全対
策を推進する。 

農林水産省 推進活動 
ソフト
ハード

 

         県事業 

 
 
② 工業の振興 

 既存企業の育成・支援を行う。 単独 推進活動 ソフト
 

         
 
 

 農産物や海産物等の地場産品を使
った加工品や観光土産品の開発等に
取り組む。 

総務省 
地域資源活用促進事業（地
域経済新生） 

ソフト
ハード

 
          

③ 
商業・サービス業の
振興 

 観光客を取り込めるような商店街
づくりに取り組む。 

国土交通省 商店街活性化街路事業 ハード  

          

経済産業省
中心市街地商業等活性化
総合支援事業 

ソフト
ハード

総務省 

中心市街地再活性化特別
対策事業 
中心市街地再活性化対策
ソフト事業 

ソフト
ハード
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テーマ４．地域農業を担う多様な担い手の育成 

振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（１）担い手の育成・確保 

① 
認定農業者・農業生
産法人の育成・支援

 本市農業の担い手として、中心的
な役割を持つ、認定農業者や農業生
産法人等の育成・支援を行う。 

農林水産省
認定農業者連携事業体育
成事業 

ソフト
 

          

 認定農業者などの中核的担い手農
家の中で、安定した経営を営んでい
るものについては、更なる発展に向
け法人化へ誘導する。 

農林水産省 農業法人育成支援事業 ソフト

 

          

 地域の先導的な担い手となる認定
農業者や農業生産法人への農地の集
積を促す。 

農林水産省
認定農業者連携事業体育
成事業 

ソフト
 

          

 
 
 
② 

集落営農等の推進 

 地域の農地保全に取り組む集落営
農組織等の活動拠点の整備を図る。

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
農業活動拠点整備）】 

ハード  
 

         

 集落などを単位とした組織経営体
の育成・支援により、効率的な営農
に取り組む。 

農林水産省
地域農業経営体育成モデ
ル事業 

ソフト
 

          

 農作業受託者・組織の育成・強化
に取り組む。 

農林水産省
地域農業経営体育成モデ
ル事業 

ソフト
 

          

 
③ 

新規就農者の確保・
育成 

 活力ある新規就農者の確保・育成
に取り組む。 

農林水産省
農業人材確保育成総合対
策事業 

ソフト
 

          

 団塊世代等をターゲットとした新
たな地域農業の担い手確保に向け、
定住促進を含めた多様な施策の推進
により、受け入れ体制の確立を図る。

単独 推進活動 
ソフト
ハード
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（２）生涯現役農業の実現 

① 
女性農業者の育成・
支援 

 女性農業者が生き生きと活動がで
きるよう、活動拠点づくりに取り組
む。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
農業活動拠点整備）】 

ハード  
 

         

 女性農業者の育成・支援に取り組
む。 

農林水産省
農業経営対策事業推進補
助金のうち女性・高齢者・
新規就農対策事業 

ソフト
 

          

 農業関連の審議会などの委員への
女性登用を積極的に行う。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

② 高齢農業者の支援 

 高齢者等の円滑な利用を促すため
に、農業施設等のバリアフリー化に
取り組む。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
農業活動拠点整備）】 

ハード
 

          

 認定農業者等への農地の利用集積
を図りつつ、高齢農業者等の生きが
い農業の支援を行う。 

農林水産省
農業経営対策事業推進補
助金のうち女性・高齢者・
新規就農対策事業 

ソフト
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テーマ５．生業としての農業の確立 

振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（１）安定した経営基盤の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 消費者ニーズを踏ま

えた農産物生産 

 地域ブランドの確立や施設園芸の
推進等により、付加価値の高い農産
物生産に取り組む。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 水稲は、消費者ニーズを踏まえ、
良質・良食味米の生産に取り組む。

単独 推進活動 ソフト
 

          

 麦は、需要の動向に即した良質麦
の生産にあわせて、生産の高位安定
化と生産コストの低減に取り組む。

農林水産省

畑地利用高度化促進事業
【麦大豆等生産拡大推進
事業】 ソフト

 

          

生産振興総合対策事業【農
業生産総合対策事業】 

 大豆は、地域ごとのブロックロー
テーション方式の導入により、集団
化・団地化に取り組む。 

農林水産省

畑地利用高度化促進事業
【麦大豆等生産拡大推進
事業】 ソフト

 

          

生産振興総合対策事業【農
業生産総合対策事業】 

 い草・い製品は、機械化一貫作業
体系の確立により、良質のい草・い
製品の生産振興に取り組む。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 野菜は、土づくりの推進による土
壌管理の徹底を図り、品質の向上及
び生産性の向上に取り組む。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 果樹は、消費動向に即した計画的
生産出荷を促し、生産技術の向上、
樹園地の整備に取り組む。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 花きは、生産性向上と計画的な生
産出荷による経営安定の維持強化に
取り組む。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 加工などの新しい分野への参入支
援を行う。 

農林水産省

経営構造対策事業 ハード
 

         
 
 

経営構造対策推進事業 ソフト
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

② 
地域農業の効率化・
低コスト化 

 生産コストの低減に向け、高性能
機械の導入や共同利用体制の確立に
取り組む。 

農林水産省
地域農業経営体育成モデ
ル事業 

ソフト
 

          

③ 畜産業の活性化 

 品質の高い畜産物の生産に努め、
収益性の向上に努める。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（営農
飲雑用水施設整備）】 

ハード  
 

         

畜産経営支援指導機能強
化事業 

ハード
 

          

 畜産糞尿処理施設や堆肥舎等の整
備を図り、地域環境に配慮した畜産
業の推進に努める。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
資源利活用施設整備）】 

ハード  
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（２）効率的な営農に向けた条件整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 農業基盤整備の推進

 効率的な農業を行うため、ほ場整
備や農業用用排水施設等の農業生産
基盤整備に取り組む。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
業生産基盤整備(ほ場整
備、農業用用排水施設整
備、農道整備、農用地開発、
農用地の改良又は保全、農
用地管理保全)】 

ハード  

 

         

農林水産省

かんがい排水事業 ハード
 

        
 
 

県事業 

経営体育成基盤整備事業 ハード
 

        
 
 

県事業 

担い手育成基盤整備事業 ハード
 

        
 
 

県事業 

基幹水利施設補修事業 ハード
 

        
 
 

県事業 

 整備済みの農業基盤でも、老朽化
がみられる箇所については、随時補
修を行い、生産性を損なう要因を消
去する。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
業生産基盤整備(ほ場整
備、農業用用排水路施設整
備、農道整備、農用地開発、
農用地の改良又は保全、農
用地管理保全)】 

ハード  

 

         

 農地の保全を図るため、地盤沈下
対策に取り組む。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
防災安全施設整備）】 

ハード  
 

         

② 
農業近代化施設の整
備 

 既存の農業近代化施設の有効活用
に努めるとともに、適正な維持管理
による施設の延命化を図る。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（施設
補強整備）】 

ハード  
 

         

 生産性の向上に向け、大規模乾燥
調整施設等の整備を行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（農業
施設等用地整備）】 

ハード  
 

         

 野菜の面積拡大にあわせて、新技
術を伴う集出荷施設・予冷庫の整備
を行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（農業
施設等用地整備）】 

ハード  
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

③ 販売・流通の改善 

 地元で取れた安全・安心な農畜産
物を地元で消費する地産地消を推進
する。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 関係機関等との連携により、多様
な販路の拡大を図る。 

単独 推進活動 
ソフト
ハード

 
          

（３）都市近郊型農業の推進 

① 地産地消の推進 

 学校給食への地域農産物の利用拡
大等を図り、地産地消の推進を図る。

単独 推進活動 ハード
 

          

 農産物販売所の整備や観光施設等
との連携による販路開拓など、農産
物の多様な販売機会の拡充を図る。

農林水産省 経営構造対策事業 ハード
 

          

 
 
② 「農」とふれあう機

会の創出 

 都市住民等が気軽に農業体験を行
うことが可能な施設の整備を行う。

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（集落
農園整備）】 

ハード
 

          

 学校や地域との連携を図りなが
ら、市民が「農」にふれる機会の創
出を図る。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

（４）循環型農業の確立 

① 有機農業等の推進 

 消費者ニーズを把握しながら、「安
全・安心」な農産物生産として、有
機農業等を推進する。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 有機農産物等の高付加価値を高め
る仕組みづくりに取り組む。 

農林水産省
トレーサビリティーシス
テムの導入 

ソフト
ハード

 
          

② 循環型農業の確立 

 耕種農家と畜産農家において稲わ
らと堆肥の交換を行うなどの連携の
システムづくりに取り組む。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

 稲わら・麦わらを有効利用するた
めの施設整備を行う。 

農林水産省
農業振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
資源利活用施設）】 

ハード
 

          

 農業用廃ビニールの回収処分体系
や施設整備を行う。 

農林水産省
農業振興総合整備事業【農
村生活環境基盤整備（地域
資源利活用施設）】 

ハード  
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テーマ６．美しい農村の形成 

振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（１）農村景観の保全 

① 耕作放棄の防止 

 耕作放棄の解消に向けた農地の整
備を行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
業生産基盤整備(農用地管
理保全)】 

ハード  
 

         

 担い手・土地基盤等の条件整備を
図りながら、地域が一体となって耕
作放棄地の防止に取り組む。 

農林水産省
地域農業経営体育成モデ
ル事業 

ソフト
 

          

② 
美しいまちなみの形
成 

 掘割を軸とした美しいまちなみの
形成に向け、水と緑の回廊づくりに
取り組む。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境整備（自然環
境・生態系保全施設整備）】 

ハード  
 

         

 田園環境・景観、昔ながらの町並
みの保全を行う。 

農林水産省
田園整備事業【田園空間整
備事業】 

ハード
 

          

 良好な景観形成・保全のための景
観計画の策定や景観条例の制定に取
り組む。 

国土交通省
農林水産省
環境省 

景観計画の制定 ソフト
 

          

（２）伝統文化の保護・継承 

① 
文化財の保存・整
備・活用 

 歴史的土地改良施設など、本市に
残る多様な歴史・文化遺産の保存・
整備・活用に取り組む。 

農林水産省

農村振興総合整備事業【農
村生活環境整備（歴史的土
地改良施設保全整備）】 

ハード  
 

         

田園空間整備事業【地域の
伝統的農業施設などの保
全・復元】 

ハード
 

          

文部科学省 伝統文化こども教室事業 ソフト
 

         
 
 

総務省 
地域資源活用促進事業（地
域文化財・歴史的遺産活
用） 

ハード
 

          

 地域に伝わる伝統食等の身近な文
化資源の発掘と継承に努める。 

単独 推進活動 ソフト
 

          

② 伝統芸能等の継承 
 後継者の育成等により、どろつく
どんや川祭り、ほんげんぎょう等の
伝統文化の継承・保護に取り組む。

文部科学省
「文化芸術による創造の
まち」支援事業 

ソフト
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振興の目標 必要な施策 関係府省 対応する事業（例） 
推進スケジュール 

備考 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

（３）コミュニティの育成・支援 

① 
市民参加・企業参加
によるまちづくり 

 掘割の維持管理をはじめ、多様な
市民活動における活動拠点の整備を
行う。 

農林水産省
農村振興総合整備事業【農
村生活環境整備（住民参加
促進環境整備）】 

ハード  
 

         

 まちづくりの主役として、一人ひ
とりの市政への参加を促す仕組みづ
くりに取り組む。 

農林水産省
国土交通省
文部科学省
厚生労働省
総務省 
経済産業省

農村振興総合整備事業計
画作成事業（農林水産省） 

ソフト  

 

         

 
 
 
 
 
② 

ボランティア等の育
成・支援 

 まちづくりのあらゆる場面でのボ
ランティアの活用を図るため、ボラ
ンティアの育成・支援に取り組む。

農林水産省
国土交通省
文部科学省
厚生労働省
総務省 
経済産業省

河川アドプトプログラム、
ボランティア・サポート・
プログラム（国土交通省） 
全国ボランティア活動振
興センター運営事業（厚生
労働省） 

ソフト

 

          

 様々なまちづくり活動に取り組む
ボランティアやNPO等の育成と支援
を図るとともに、人材バンクの設立
等に取り組み、市民の自主的な活動
支援に努める。 

単独 推進活動 ソフト
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 旧柳川市では、貴重な財産である掘割を守るために、「柳川市掘割を守り育てる条例」（水の

憲法）を定めています。これは、今までにあった条例も大きくつつみ込むものとして定められ

ており、水を汚す生活排水排出についての決まりや、掘割周辺の緑化、土木工事、環境教育な

ど、掘割を未来に残していくための様々な約束ごとを取り決めています。 

 新たな柳川市においても、この「水の憲法」を遵守していくことが必要です。以下にその条

例の抜粋を示します。 

 

 

  柳川市掘割を守り育てる条例                                

 

◆前文 

 私たちが住む柳川市は、総延長470キロメートルに及ぶ大小の掘割が網の目のように巡り、独特な水郷

風景を形成している。この掘割は現代に残された歴史的な文化遺産であり、それが持つ独特な情緒は詩

聖・北原白秋の詩歌の母体ともなった。 

 掘割は、水をためることにより、降り過ぎた雨水を一時遊ばせて内水はん濫を防いだり、農業用水や防

火用水等に利用されたりして生産や市民生活と直接にかかわる重要な役割を担っている。この掘割は、先

人たちが風土の悪条件と闘い、水と共生していくなかで形成された貴重な柳川市の歴史的財産である。 

 これまで本市では、「柳川市用排水路管理条例」や「柳川市石けん使用推進要綱」などを制定し、掘割

保全の努力を続けてきた。しかしながら、近年の社会経済活動の拡大や都市化の進展、生活様式の変化な

どに伴い、本市においても家庭排水や事業所排水等による掘割の水質汚濁や景観の変ぼうが進行してお

り、新たな対応が求められている。 

 言うまでもなく、すべての人は、健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな水環境を享

受する権利を有すると同時に、こうしたかけがえのない水環境を維持し、発展させ、将来の世代に継承し

ていく責務と使命を有することを忘れてはならない。 

 このような認識のもと、私たちは、市民、事業者、市が一体となって、美しい柳川市の掘割を守り育て、

市民が誇り得る郷土を育てることを決意し、水の憲法ともいえるこの条例を定める。 

 

第1章 総則 

第1条（目的） 

 この条例は、掘割の水質を悪化させている最大の原因であると考えられる家庭排水や事業所排水等から

柳川市の良好な水環境を保全し、及び創造することにより、柳川市独特の掘割を生かしたまちづくりを進

め、もって現在及び将来の市民の快適で潤いのある生活の確保に寄与することを目的とする。 

第3条（責務） 

 市、市民等および事業者の三者は相互に協力し、それぞれの責任と自覚を持って掘割を生かしたまちづ

くりの推進に努めるものとする。 

 

第2章 水環境保全に関する基本的施策 

第6条（水質の保全） 

 市長は、生活排水等による掘割への負荷を軽減するために必要な施設の整備、生活排水対策の調査及び

立案並びに啓発その他必要な施策の実施に努めなければならない。 

 2 市民等及び事業者は、市が実施する施策に協力し、自らも生活排水や事業所排水などによる掘割の

水質の汚濁に対し必要な対策を講じるとともに、良好な水質を保全するため、次に掲げる行為に努め
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なければならない。 

 一 生活排水や事業所排水を掘割に排出するときは、浄化槽やためます等により排水を浄化して排出す

ること。 

 二 調理くず、廃出食油等の処理を適正に行うこと。 

 三 洗剤を使用する際、柳川市石けん使用推進要綱(昭和56年3月11日制定)第2条に定義された石け

んを使用すること。 

 3 何人も、柳川市用排水路管理条例(昭和51年柳川市条例第14号)第4条に掲げる禁止事項を行って

はならない。ただし、同条中｢水路｣とあるのは、｢掘割｣と読み替えるものとする。 

第7条（流水の確保） 

 市長は、良好な水環境を保全するため、上流地域との交流と連携による相互理解と協力によって流水の

確保に努めなければならない。 

第8条（親水性の確保） 

 市、市民等及び事業者は、護岸や柵など掘割の現状に影響を及ぼす施策を実施する場合は、日常的に水

と親しめるような場所の確保及び景観の保全に努めなければならない。 

第9条（緑の保全と創造） 

 市、市民等及び事業者の三者は、相互に協力して、歴史的文化遺産である掘割を愛護し、掘割周辺の環

境保全能力を確保するとともに、将来の世代に継承していくため掘割周辺の植物及び雑木林、大木など緑

の保全と創造に積極的に努めなければならない。 

第10条（景観の保全と創造） 

 市、市民等及び事業者の三者は、相互に協力して、水郷情緒に満ちた景観の保全及び創造のため、次に

掲げる行為に努めなければならない。 

 一 塀は生け垣で緑化するなど良好な景観を形成すること。 

 二 護岸をする場合は、可能な限り自然石による石積や詰め杭等を利用し、周辺を緑化すること。 

 三 生活排水や事業所排水を掘割に排出する場合は、排水管を水面下に設置すること。 

第11条（公共的施設の整備） 

 市長は、下水道や水利施設の整備その他水環境保全に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずる

ものとする。 

 2 市長は、親水公園等公共的施設の整備その他の良好な水環境の創造のための事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

第12条（水環境管理体制の整備促進） 

 市長は、水環境保全及び創造に関する施策(以下｢水環境に関する施策｣という。)を総合的に調整し、か

つ計画的に推進するために必要な体制を整備強化しなければならない。 

 2 市長は、水環境に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市、市民等、事業者及び民間

団体が協働することのできる体制の整備に努めなければならない。 

第13条（掘割を中心とする環境教育の振興） 

 市は、市民等及び事業者が掘割に対する関心を高め、水環境の保全についての理解を深めるとともに、

活動を行う意欲が促進されるように、教育及び学習の促進を図るものとする。 

 2 市は、特に児童及び生徒に対して、掘割を中心とする環境教育及び学習を積極的に推進するために

必要な措置を講ずるものとする。 

第14条（市民活動の推進） 

 市長は、市民等及び事業者が自発的に行う緑化活動及び水環境保全に関する活動が促進されるように必

要な措置を講ずるものとする。 

第15条（情報の提供） 

第16条（財政上の措置） 

第17条（関係行政機関との連携） 
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第3章 審議会等 

第18条（審議会の設置及び所掌事務） 

第19条（組織） 

第20条（会長及び副会長） 

第21条（会議） 

第22条（部会） 

第23条（庶務） 

第24条（委任） 
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Ⅱ．地域住民の参加 

１．地域住民の参加の具体的内容 

 前段で設定した「柳川市の将来像の実現のために必要な施策」を推進するに当たっては、計

画から維持・管理に至る様々な段階において、市民や団体、企業等が、それぞれの責任と自覚

をもって協働していくことが不可欠です。特に、本市は、平成17年に3月に新たな市としての

歩みを始めたばかりであり、旧市町村の枠に囚われず一体感を持って取り組んでいく必要があ

ります。 

 そのため、以下の表3-2-1に示す「地域住民参加の具体的内容」にもとづき、施策ごとに、

その中で適した方法を選択、実施していきます。 

 

表3-2-1 地域住民参加の具体的内容 

参加項目 内容 例 

１ 計画づくり  施設整備などの計画段階において、

地域住民と行政がアイディアを出し

合いながら、より良い計画の策定をめ

ざします。 

公園・水路・道路等の整備計画検

討への参加（ワークショップ、検

討委員会等）等 

２ 施設などの維持管理  「地域の施設は地域の財産」との考

えに立ち、施設の維持管理に地域住民

の積極的な参加・協力を促します。 

公園・水路・道路などの清掃、下

草刈、簡単な補修等 

３ 交流施設などの運営  人と人との直接的な交流を大切に

し、そこから地域活動が活発になるよ

うに、行政主体ではなく、地域住民主

体で交流施設等の運営を行います。 

農園・交流施設の運営等 

福祉ボランティア活動への参加等

地域資源の維持管理等 

伝統文化の保全活動等 

来訪者への観光案内等 

４ 指導・研究  地域農業やその他の産業の活性化

のために、地域住民自らが指導的な役

割を担います。 

新規就農者への農業指導等 

有機農法の研究・実践等 

食農教育の推進等 

地域特産品の開発等 

５ その他  地域住民が普段の仕事や生活の中

で、地域の発展に貢献するよう促しま

す。 

農作業の受託等 

産直店等への商品の供給等 

ごみの不法投棄の監視等 

地域情報の発信等 
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２．地域住民の参加方針 

 市民一人ひとりが、まちづくりの主役として市や公益の活動を行う団体と連携し、上記

表3-2-1の例をはじめとする住民参加活動に積極低に参加していきます。 

 市はそれらの活動が活発に行われるように、住民に対し情報の提供等を行っていきます。 


